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【第５節】安全で安心な医療サービスの提供

１．医療安全対策

現状と課題

（１）医療安全体制の整備

○ 近年、全国的に医療事故や院内感染が相次いで発生する中、医療技術の高度

化、医療提供の体制整備、医療従事者の接遇等、「医療の質」に対する関心が

高まってきており、一層の医療の安全性や信頼性の向上・確保が求められてい

ます。 

○ こうした中、平成 年 月から、病院、診療所及び助産所においては、安

全管理体制の整備が管理者の義務として医療法に明確に位置づけられました。
 

医療機関の管理者に対する医療安全確保の義務付け 
・安全管理体制の整備 
・院内感染制御体制の整備 
・医薬品・医療機器の安全使用、管理体制の整備 

 

○ 特定機能病院、独立行政法人国立病院機構の設立する病院等については、医

療事故等の事案が発生した際には、医療機能評価機構への報告が義務づけられ

ています。 

○ 県内の病院における医療安全体制について、安全管理のための委員会や医療

事故等の院内報告制度を全病院が整備しています。 

○ また、平成 年 月から、医療事故※１が発生した医療機関内において院

内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関（医療事故調査・支援センタ

ー）が収集・分析することで医療事故の再発防止（他の医療機関で起きるかも

しれない同様の事故を防止すること）につなげる、医療事故調査制度が始まり

ました。 

○ 院内感染対策については、各施設において指針の整備（マニュアル作成）、

委員会の設置（入院・入所施設を有する場合）、従事者に対する研修、院内感

染発生状況の報告及び改善のための方策を実施するよう医療法に定められて

おり、これらについては概ね体制が整っています。アウトブレイク※２時など自

施設では対応が困難な場合に備え、地域の医療機関間の支援ネットワークの構

築も進んでいます。 
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〔 病院の安全管理体制整備状況 〕

和歌山 那賀 橋本 有田 御坊 田辺 新宮 合計

安全管理のための委員会

指針（ﾏﾆｭｱﾙ等）の整備

安全管理の責任者

院内報告制度

職員研修

「平成 年度 和歌山県医療機能調査」

〔 病院の診療報酬における感染防止対策に係る加算の算定状況 〕

和歌山 那賀 橋本 有田 御坊 田辺 新宮 合計

感染防止対策加算１算定病院

（共同カンファレンス実施病院）
５ １ １ １ ０ ２ １ １１

感染防止対策加算２算定病院

（共同カンファレンス参加病院）
９ １ ２ ２ ３ ３ １ ２１

感染防止対策地域連携加算※３算

定病院
２ １ １ １ ０ ２ １ ８

「平成 年度 和歌山県医療機能調査」

（２）医療安全相談体制

○ 本県では、平成 年度から「医療安全相談窓口」を設置し、患者・家族等

への医療情報の提供や相談体制の強化を図っていますが、今後も多様化する医

療相談等に対して中立的な立場から迅速に対応していく必要があります。

○ 県内の病院における医療安全相談窓口の設置は 病院となっており、全

病院の ％となっています。

〔 病院の医療安全相談体制状況 〕

和歌山 那 賀 橋 本 有 田 御 坊 田 辺 新 宮 合 計

医療安全相談窓口の設置 ９ ８ ６ ７６

「平成 年度 和歌山県医療機能調査」

平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

〔 医療安全相談件数 〕
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施策の方向

（１）医療安全体制の整備 
● 医療機関に対して毎年実施する立入検査を通じ、安全管理体制の整備状況を

確認、指導する等、医療機関における安全確保のための取り組みを推進し、医

療事故が起こりにくい環境づくりに努めます。
 

● 医療機能評価機構が実施する医療事故情報収集等事業で収集された医療事

故例や医療安全情報を関係団体及び県内医療機関へ情報提供することにより、

安全管理意識の徹底に努めます。
 

● 医療機能評価機構が実施する医療事故情報収集等事業で収集された医療事

故例や医療安全情報を、関係団体及び県内医療機関へ情報提供することにより、

安全管理意識の徹底に努めます。

（２）医療安全相談体制の充実

● 医療安全相談員を配置し、医療安全相談・医療情報提供の充実に努め、医療

の安全性、信頼性の向上を図ります。
 

● 病院における医療安全相談窓口の設置など、相談体制の整備を促進します。

〔 医療安全支援センター（医療安全相談窓口） 〕

設 置 場 所 電話番号 相談時間 相 談 内 容

福祉保健部健康局医務課

月～金曜日

祝日、

～ 除く

午前 時 分から

午後 時 分まで

午後 時 分から

午後 時 分まで

医療上又は医療内容

のトラブル

医療機関の対応等医

療に関する相談

病気や健康に関する

相談

海南保健所総務健康安全課

岩出保健所総務健康安全課

橋本保健所総務健康安全課

湯浅保健所総務健康安全課

御坊保健所総務健康安全課

田辺保健所総務健康安全課

新宮保健所総務健康安全課

新宮保健所串本支所保健環境課

和歌山市保健所総務企画課

月～金曜日

祝日、

～ 除く

午前 時 分から

午後 時 分まで

医療上又は医療内容のトラブル等の相談については、当事者間の問題解決の取り組みに向け

中立的な立場から助言します。 
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数値目標
 

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

医療安全相談窓口の

設置

病院

（ 年度）

全病院
県内全ての病院

に医療安全相談

窓口を設置

 

■用語の説明

※ 医療事故調査制度における医療事故

当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死

亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの。

※ アウトブレイク

感染症が集団発生すること。

※ 感染防止対策地域連携加算

診療報酬の入院基本料等加算。感染防止対策加算１を算定する医療機関同士が年 回

以上、互いの医療機関に赴いて相互に感染防止に関する評価を行った場合、加算する。
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２．医療サービスの向上

現状と課題

（１）医療機関の有する機能に関する情報提供体制

○ 医療は、人の生命・身体に直接関わるサービスであるため、患者等を保護

する観点から、医療機関がその有する機能について広告可能な事項は、客観

性、正確性を確保できるものに限られているため、適正な指導を行います。

○ 県では、住民が医療機関を適切に選択できるよう、医療機関から報告を得

た医療機能情報を「和歌山県広域災害・救急医療情報システム（わかやま医

療情報ネット）」に登載し、インターネットを通じてわかりやすく住民に提供

しています。

このシステムに、県内の医療機関（病院、診療所及び助産所） か

所が登録されており、診療科目、専門外来、在宅医療、予防接種など様々な

条件で検索が可能ですが、現状では県内の全 医療機関の情報を登載す

るまでに至っていないため、一層の充実が必要です。

○ また、県内の病院でホームページを開設しているのは 病院あり、全

病院の となっています（「平成 年度和歌山県医療機能調査」）。

（２）医療機関における医療サービスの向上

○ 患者本位の医療を実現するため、医師が医療を提供するにあたり、適切な説

明を行い、患者が理解し同意すること（インフォームドコンセント）が重要で

す。

○ 患者や家族が主体性をもち、より適した治療法を患者自身が選択して治療を

受けるため、主治医以外の医師に専門的意見を聞くセカンドオピニオンが可能

な体制整備が求められます。県内病院のセカンドオピニオン実施状況は、患者

の申し出があれば診療情報提供書を交付する病院が 病院あり、全 病院

の ％となっています。また、セカンドオピニオン外来を有する病院は

病院となっています（「平成 年度和歌山県医療機能調査」）。

〔 セカンドオピニオン対応状況（自施設の患者への対応） 〕

項 目 医療機関数

１．申し出があれば診療情報提供書等を交付している

２．担当医師に任せる

３．実施していない

「平成 年度 和歌山県医療機能調査」
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〔 セカンドオピニオン外来設置病院 〕

医療圏 医療機関名

和歌山
稲田病院、須佐病院、誠佑記念病院、日本赤十字社和歌山医

療センター、福外科病院、県立医科大学附属病院、中江病院、

和歌山労災病院

田 辺 南和歌山医療センター、紀南病院、国保すさみ病院

「平成 年度 和歌山県医療機能調査」

 

施策の方向

（１）情報提供体制の充実

● 患者等が知りたい事柄について正確な情報を得られるよう、客観的事実を証

明できない、或いは誤解を招くような広告記載事項等への指導を徹底します。

● 和歌山県広域災害・救急医療情報システム（わかやま医療情報ネット）のさ

らなる充実を図り、県内全ての医療機関の医療機能等に関する正確な情報を提

供し、住民が医療機関を適切に選択出来るよう支援します。

「わかやま医療情報ネット」

：

（２）医療機関における医療サービスの向上

● セカンドオピニオンを行いやすい環境づくりや体制の充実について、県医師

会、県病院協会と連携を図り、各医療機関に働きかけます。

数値目標
 

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

わかやま医療情報ネッ

ト登載医療機関数

か所

（ 年度）

全ての病院、診療

所及び助産所

県内全ての病院、診

療所及び助産所が、

わかやま医療情報ネ

ットに登録する
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３．情報化の推進（遠隔医療・青洲リンク等の取組）

現状と課題   
（１）遠隔医療 

〇 平成 年 月から、県立医科大学附属病院と 公的医療機関（ 病院、

診療所）において、テレビ会議システムを活用した遠隔カンファレンスを開

始し、医大専門医への相談体制を構築することにより、公的医療機関医師の診

療支援を行っています。

平成 年度からは、遠隔医療推進協議会を設立し、上記システムをへき地

診療所等に拡大し、へき地診療所等医師の診療及びキャリア形成を支援してい

ます。 
また、患者にとっても、住み慣れた地域で専門医の助言を受けることができ、

遠方の医療機関への通院負担の軽減に繋がっています。

〇 平成 年度から、モバイル端末を活用した遠隔救急支援システムを３次救

急医療機関及び 次救急医療機関の公立病院等に配備しています。

このシステムを活用し、院外にいる専門医が当直医に対し、治療方針を助言

することにより、不要不急の 次救急医療機関への転送を防止する効果が期待

できます。 
また、 次救急医療機関へ患者を転送する場合でも、事前に患者の検査画像

データを送信することにより、患者到着から処置までの時間の短縮を図ります。 
 

〔遠隔カンファレンスイメージ図〕   〔実際の遠隔カンファレンスの様子〕 
 
 
 
 
 

〔遠隔救急支援システムイメージ図〕 
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（２）医療機関における診療情報の共有

〇 安心・安全な医療サービスの支援を目的に、平成 年度に参加医療機関間

で診療情報を共有するきのくに医療連携システム「青洲リンク」を構築し、和

歌山県立医科大学附属病院が運営を行っています。

これにより、平時は参加医療機関間の電子カルテ、検査結果、調剤実施情報

などインターネットを通じて情報共有でき、患者の治療内容の向上、重複投薬

や重複検査の回避に役立っています。また、災害時は共有情報を活用して災害

時医療を支援する仕組みとなっています。

〇 参加医療機関数は未だ少なく、平成 年 月末時点で医療機関 施設、

薬局 施設が参加しています。

（３）医療と介護の情報連携

○ 在宅医療では、医療や介護の関係機関との診療情報の共有が重要な課題とな

っています。

本県では、平成 年度から平成 年度まで在宅医療連携拠点事業を活用

し、地域の在宅医療に積極的に携わる病院等を中心とした多職種間の情報共有

システムの構築を推進してきたところです。また、田辺保健医療圏が先行して、

医療機関や介護施設をネットワークでつなぎ、患者の診療情報や生活情報を共

有するためのシステム構築を進めています。

（４）救急医療情報の提供

○ 救急医療体制を円滑に運用するため、「公益財団法人和歌山県救急医療情報

センター」において、和歌山県広域災害・救急医療情報システムを用いて、医

療機関の応需情報（空床数、救急対応医療設備等）を収集しています。収集情

報は、情報システムを通じて消防機関に提供されています。また、救急患者発

生時に県民からの電話照会に対して、 日 時間体制で迅速かつ正確な

情報提供を行っています（案内電話番号： － － ）。

○ 県民向けには、ホームページ（わかやま医療情報ネット）を通じて医療機関

の診療情報を提供するとともに、特にお盆や年末年始の救急医療体制に係る資

料提供を行うなど、適切な受療に向けた地域の医療体制の周知を行っています。

 
（５）薬局機能情報提供制度 

○ 医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために「薬局機能情報提供制度」

を運用し、インターネット上で必要な情報を公表しています。 
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（６）電子版お薬手帳 
○ 「患者のための薬局ビジョン」で示されている を活用した服薬情報の一

元的・継続的把握を推進するため、電子版お薬手帳※１の県民への普及を進める

とともに、医療機関・薬局においては、青洲リンクを活用した患者情報の共有

による連携を推進しています。

施策の方向   
（１）遠隔医療 

● テレビ会議システムを活用した遠隔カンファレンスシステムをへき地診療

所に拡大し、県民がどの地域に住んでも専門的な医療を受けることができる体

制整備を引き続き推進します。 
 

● 遠隔救急支援システムの推進により、二次救急医療機関と三次救急医療機関

等の連携を強化し、不要不急の三次救急医療機関への搬送防止を図ります。 
また、患者到着から処置までの時間を短縮することにより、患者の救命率及

び予後の向上に寄与する体制づくりを進めていきます。 
 
● を活用した在宅療養患者の重症化予防に取り組みます。 

 
（２）医療機関における診療情報の共有 

● 平時から診療情報を共有し、災害時に医療機関の診療データ消失により診療

機能に支障が生じないよう、青洲リンクの参加医療機関の拡充を進めます。 
 
（３）医療と介護の情報共有 

● 訪問看護師や在宅訪問を実施する薬剤師、訪問診療を実施する歯科医師、介

護施設のケアマネージャー、ヘルパーなど多職種による連携、 の活用等に

よる情報共有体制の構築に向けた取り組みを進めます。 
 
（４）救急医療情報の提供 

● 和歌山県広域災害・救急医療情報システムを活用した県民向けの電話相談に

関する周知・広報を引き続き実施します。 
 
（５）薬局機能情報提供制度 

● 「薬局機能情報提供制度」について、県民が薬局を容易に検索できるよう掲

載内容の充実を図ります。 
 
（６）電子版お薬手帳 

● 県民がより多くの薬局で電子版お薬手帳の利用が可能となるように、対応で

きる薬局数の拡大を図ります。 
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■用語の説明

※ 電子版お薬手帳

スマートフォンの普及等 化の進展に伴い、医薬関係団体、調剤薬局チェーン、民間企

業等で様々な仕様のものが開発されている。従来の紙のお薬手帳に比べて、服用歴以外に、

運動の記録や健診履歴等の健康管理に関する情報が管理可能なものもある。また、将来的に

は地域医療情報連携ネットワークで共有される患者情報との連携も可能になると期待され

ている。

283

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

参
考
資
料


